
貸 　 借　  対　  照 　 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）

科　　　　　目 科　　　　　目 金　　　額

【資産の部】 【負債の部】

1,713,314 227,307

86,071 70,950

173,287 50,436

4,786 56,946

43,674 34,437

1,402,805 11,800

2,688 411

2,324

39,409 40,576

746 40,576

476

0 267,884

270 【純資産の部】

432 1,484,839

432 75,000

38,230 1,409,839

2,327 18,750

31,493 1,391,089

200 1,391,089

4,210 1,484,839

1,752,723 1,752,723

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）

科　　目 金　　　　　　額

2,023,338

1,643,714

379,624

135,950

243,673

3,014

321

1,314 4,650

196 196

248,127

1,349

3,587 4,936

216

216

252,848

71,504

4,799 76,304

176,544

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 　益 　計 　算　 書
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株 式 報 酬 受 入 益



計算書類は「会社計算規則」(平成18年２月７日 法務省令第13号)に基づいて作成しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

　満期保有目的の債券　　　　  　　　　 　　 償却原価法
　子会社株式及び関連会社株式　　　  　　　　 　　 移動平均法に基づく原価法
　その他有価証券 

　   市場価格のない株式等以外のもの　  　　  期末決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

  移動平均法により算定）
　　市場価格のない株式等　  移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産 最終仕入原価法に基づく原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定額法

(2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法

(3) リース資産 　 　　 　  　        　  　   

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の

方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリー

ス取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引につい

ては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上することとしております。

(2) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事業

年度末において発生していると認められる額を計上しております。

４. 収益認識の基準

　　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年3月30日）及び「収益認識に関する

 会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年3月30日）を適用しており、以下の５ステップ

 アプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における個別の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　　当社は、顧客の要望に合わせて港湾運送事業の物流サービスを提供しており、顧客との契約に当たっては、

 契約が備えるべき特性の存在及び経済的実質が契約へ反映されている事を認識するとともに、当該契約の下

 で顧客への移転することを約定した財又はサービスの認識を行い、個別に会計処理される履行義務を識別して

 います。

　　取引価格の算定においては、顧客へ約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでい

 る対価の金額で測定しております。なお、顧客との契約には重要な金融要素は含まれておりません。

　　当社では取引価格を各履行義務へ配分する必要のある契約を有しておりませんが、将来、配分の必要性のあ

 る契約が締結された場合には、各履行義務を構成する財又はサービスを独立販売価格の比率で配分し収益の

 認識を行ないます。

　　収益認識は、履行義務が要件を満たす場合に限り、その基準となる財又はサービスの支配を一時点又は一定

 期間にわたり認識しております。

(収益認識に関する注記)

　当社は、主として輸送事業と３ＰＬ事業を行っております。輸送事業においては、顧客のニーズに合わせて、貸切輸送、

組み合わせ輸送、中継輸送、ミルクランなど、当社グループのネットワークを活かした最適輸送モードを提供しております。

契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受することから。支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、

延払等の支払条件となっている取引で重要なものはありません。

　３ＰＬ事業においては、国内における物流システムの構築、情報管理、在庫管理、受注管理、流通加工、物流センター運営、

個　別　注　記　表



工場構内物流作業及び輸配送などの物流業務の包括的受託等を行っています。契約において、保管物等の引き渡し等により

履行義務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物などの引き渡した時点で収益を認識しています。

契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過期間を考慮して収益を認識しています。

支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはありません。

　なお、会社計算規則第115条の2第1項に従い、「収益の分解状況」及び「当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための

情報」の記載は省略しています。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 83,179千円


